
２
※システムなどの都合により各種通知などの元号
が平成として表記されている場合があります。 2.　3.　1

や
１
２
５
㏄
を
超
え
る
２
輪
の
小

型
自
動
車
な
ど
の
場
合
、
軽
自
動

車
検
査
協
会
や
運
輸
支
局
か
ら
の

通
知
が
届
い
て
い
な
い
こ
と
が
考

え
ら
れ
ま
す
。
課
税
課
へ
ご
連
絡

く
だ
さ
い
▼
車
両
の
解
体
が
終

わ
っ
て
い
る
＝
４
月
１
日
以
前
に

業
者
に
依
頼
し
て
解
体
し
た
場
合

も
、
廃
車
手
続
き
を
し
て
い
な
い

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
業
者
に
手
続

き
を
し
た
日
付
を
確
認
し
て
く
だ

さ
い

　
Ｑ　
平
日
に
市
役
所
へ
行
け
な

い
場
合
、
手
続
き
は
ど
う
す
れ
ば

よ
い
で
す
か
。

　
Ａ　
同
居
の
親
族
の
方
は
納
税

義
務
者
に
代
わ
っ
て
手
続
き
が
で

き
ま
す
。
そ
の
他
の
方
が
来
庁
さ

れ
る
場
合
は
、
委
任
状
が
必
要
で

す
。
書
式
に
つ
い
て
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
取
得
で
き
ま
す
。

ま
た
、
廃
車
の
手
続
き
に
つ
い
て

は
、
郵
送
で
も
受
け
付
け
て
い
ま

す
の
で
、
課
税
課
市
民
税
係
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

　
元
年
１０
月
１
日
か
ら
、「
軽
自

動
車
税
」
は
「
軽
自
動
車
税
（
種

別
割
）」
に
名
称
が
変
更
さ
れ
ま

し
た
。
税
額
な
ど
に
つ
い
て
は
、

変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

　
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
は
毎

年
４
月
１
日
（
賦
課
期
日
）
現
在
、

原
動
機
付
自
転
車
、
軽
自
動
車
な

ど
を
所
有
し
て
い
る
方
に
課
税
さ

れ
ま
す
。
使
用
し
て
い
な
く
て
も

所
有
し
て
い
る
方
、
廃
車
や
所
有

者
の
変
更
の
手
続
き
を
し
て
い
な

い
方
は
所
有
し
て
い
る
と
み
な
さ

れ
課
税
さ
れ
ま
す
の
で
、
４
月
１

日
ま
で
に
取
扱
窓
口
で
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

　
※
月
割
り
課
税
制
度
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　
【
取
扱
窓
口
】車
両
に
よ
っ
て
取

扱
窓
口
や
必
要
書
類
が
異
な
り
ま

す
の
で
、
左
下
表
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま

た
は
課
税
課
市
民
税
係
☎
４
７

０・７
７
７
７
（
内
線
２
３
３
１・

２
３
３
２
）
へ
。

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
） 

Ｑ

＆

Ａ

　
手
続
き
に
は
来
庁
す
る
方
の
身

分
を
証
明
す
る
も
の
（
運
転
免
許

証
、
保
険
証
な
ど
）
と
印
鑑
が
必

要
で
す
。

　
Ｑ　
転
入
し
て
き
ま
し
た
。
原

動
機
付
自
転
車
（
１
２
５
㏄
以

下
）
の
手
続
き
は
ど
う
す
れ
ば
よ

い
で
す
か
。

　
Ａ　
転
入
前
の
市
町
村
で
、
廃

車
手
続
き
が
済
ん
で
い
る
場
合
に

は
廃
車
証
明
書
を
お
持
ち
く
だ
さ

い
。
廃
車
手
続
き
を
し
て
い
な
い

場
合
に
は
転
入
前
に
交
付
さ
れ
て

い
る
標
識
交
付
証
明
書
と
ナ
ン

バ
ー
プ
レ
ー
ト
を
お
持
ち
く
だ
さ

い
。

　
Ｑ　
車
両
が
な
い
の
に
「
軽
自

動
車
税（
種
別
割
）納
税
通
知
書
」

が
届
い
て
い
る
の
は
、
な
ぜ
で
す

か
。

　
Ａ　
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

は
、
４
月
１
日
（
賦
課
期
日
）
現

在
、
原
動
機
付
自
転
車
、
軽
自
動

車
な
ど
を
所
有
し
て
い
る
方
に
課

税
さ
れ
ま
す
。

　
し
た
が
っ
て
、
手
続
き
を
行
っ

た
日
付
に
よ
っ
て
、
そ
の
年
度
の

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
の
賦
課

が
決
定
さ
れ
ま
す
。
手
続
き
し
た

日
付
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
知
人
に
車
両
を
譲
っ
て
い
る
＝

４
月
１
日
以
前
に
譲
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
納
税
通
知
書
が
届
い
て

い
る
場
合
は
、
譲
り
受
け
た
方
が

名
義
変
更
の
手
続
き
を
し
て
い
な

い
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
譲
り

受
け
た
方
に
手
続
き
し
た
日
付
を

確
認
し
て
く
だ
さ
い
▼
既
に
廃
車

手
続
き
を
し
て
い
る
＝
軽
自
動
車

税
の
申
告
は
お
済
み
で
す
か

る
必
要
が
あ
り
ま
す
）

　
（
３
）
２
年
１
月
１
日
現
在
、

市
内
に
住
民
登
録
が
な
く
、
市
内

に
事
務
所
、
事
業
所
又
は
家
屋
敷

を
有
す
る
方

　
※
確
定
申
告
が
不
要
な
方
（
例

＝
公
的
年
金
な
ど
の
収
入
が
４
０

０
万
円
以
下
で
そ
の
他
の
所
得
が

２０
万
円
以
下
の
方
）
で
も
、
市
民

税
・
都
民
税
の
申
告
が
必
要
な
場

合
が
あ
り
ま
す
。

市
民
税
・
都
民
税
の 

申
告
が
必
要
な
い
方

　
（
１
）
前
記
「
申
告
が
必
要
な

方
」
に
該
当
し
、
所
得
税
の
確
定

申
告
書
を
税
務
署
に
提
出
し
た
方

　
（
２
）
給
与
所
得
者
で
給
与
以

外
の
所
得
が
な
く
、
勤
務
先
か
ら

　
①
勤
務
先
か
ら
市
役
所
へ
給
与

支
払
報
告
書
の
提
出
が
な
い
方

　
②
元
年
（
平
成
３１
年
）
中
に
退

職
し
、
２
年
１
月
１
日
現
在
就
職

し
て
い
な
い
方

　
③
給
与
の
ほ
か
に
地
代
、
家
賃
、

原
稿
料
、
年
金
、
配
当
な
ど
の
所

得
が
あ
っ
た
方
（
所
得
税
で
は
、

給
与
所
得
者
で
給
与
以
外
の
所
得

が
２０
万
円
以
下
の
方
は
確
定
申
告

を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

市
民
税
・
都
民
税
で
は
申
告
を
す

夜
間
申
告
窓
口
を 

開

設

し

ま

す

　
３
月
９
日
（
月
）
に
、
夜
間
申

告
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。
時
間
は

左
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
夜
間
申
告
窓
口
で
は
、

電
話
相
談
お
よ
び
証
明
書
の
発
行

は
行
い
ま
せ
ん
。

市
民
税
・
都
民
税
の 

申
告
が
必
要
な
方

　
（
１
）
２
年
１
月
１
日
現
在
、

市
内
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
前
年

中
に
収
入
が
あ
っ
た
方

　
（
２
）
給
与
所
得
者
で
、
次
の

①
～
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

方

市
役
所
へ
給
与
支
払
報
告
書
を
提

出
済
み
の
方

　
（
３
）
同
居
の
方
で
税
法
上
の

扶
養
と
な
っ
て
い
る
方

　
※
合
計
所
得
金
額
が
１
０
０
０

万
円
を
超
え
て
い
る
方
の
配
偶
者

は
申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま

す
。

　
（
４
）
元
年
中
か
ら
継
続
し
て
、

生
活
保
護
制
度
の
う
ち
生
活
扶
助

を
受
け
て
い
る
方

前
年
中
に
収
入
の 

な
か
っ
た
方
も 

市
民
税
・
都
民
税
の 

申
告
を
お
願
い
し
ま
す

　
前
年
（
元
年
〈
平
成
３１
年
〉）

中
に
、
病
気･

失
業
・
学
生
な
ど

の
理
由
で
収
入
が
な
か
っ
た
方
も
、

申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、

国
民
健
康
保
険
税
の
算
定
や
非
課

税
証
明
書
発
行
な
ど
の
資
料
に
な

り
ま
す
。
申
告
書
裏
面
の
「
収
入

の
な
か
っ
た
方
の
記
入
欄
」
に
そ

の
旨
を
記
入
し
、
提
出
に
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

市
民
税
・
都
民
税
の 

申
告
書
が
届
か
な
い
方
へ

　
申
告
書
は
、
昨
年
申
告
を
し
た

方
に
郵
送
し
ま
し
た
が
、
届
か
な

い
方
は
、
課
税
課
市
民
税
係
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。
な
お
、
申
告
書

な
ど
は
、
上
の
原・ひ
ば
り
が
丘・

滝
山
の
各
連
絡
所
、
東
部
地
域
セ

ン
タ
ー
、
わ
く
わ
く
健
康
プ
ラ
ザ

で
も
配
布
し
て
い
ま
す
。

申
告
に
必
要
な
も
の

　
申
告
書
▼
印
鑑
▼
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
（
お
持
ち
で
な
い
方

は
、
個
人
番
号
確
認
書
類
〈
通
知

カ
ー
ド
な
ど
〉
と
本
人
確
認
書
類

〈
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
健
康

保
険
証
な
ど
〉）
▼
源
泉
徴
収
票

（
元
年
〈
平
成
３１
年
〉
分
。
市
民

税
・
都
民
税
の
申
告
を
す
る
方
で

源
泉
徴
収
票
が
な
い
場
合
は
、
元

年
〈
平
成
３１
年
〉
中
の
収
入
が
分

か
る
も
の
で
も
可
）
▼
控
除
の
た

め
の
必
要
書
類
（
生
命
保
険
料
の

控
除
証
明
書
、
地
震
保
険
料
な
ど

の
支
払
証
明
、
医
療
費
の
明
細
書
、

障
害
者
手
帳
、
要
介
護
の
方
は
障

害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
、
勤
労

学
生
は
在
学
証
明
ま
た
は
学
生
証

な
ど
）

ご
注
意
く
だ
さ
い

　
市
役
所
で
受
け
付
け
る
市
民

税
・
都
民
税
の
申
告
で
は
、
所
得

税
の
還
付
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

確
定
申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　
市
役
所
で
受
け
付
け
で
き
る
確

定
申
告
書
は
、
次
の
も
の
に
限
り

ま
す
。

　
（
１
）
提
出
の
み
の
方　
内
容

が
記
入
さ
れ
て
い
て
、
お
預
か
り

す
る
だ
け
の
方

　
（
２
）
簡
易
な
申
告
の
方　
確

定
申
告
書
Ａ
様
式
の
範
囲
の
方

（
Ａ
様
式
の
範
囲
で
も
雑
損
控
除
、

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
１
年
目
の
方
な

ど
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
）

　
な
お
、
医
療
費
控
除
を
受
け
る

場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
医
療
費
の

明
細
書
を
作
成
し
た
上
で
お
越
し

く
だ
さ
い
（
領
収
書
の
添
付
は
不

要
で
す
）。

２
年
度
課
税
（
非
課
税
） 

証
明
書
の
発
行

　
２
年
度
（
元
年
〈
平
成
３１
年
〉

分
所
得
）
の
課
税
（
非
課
税
）
証

明
書
の
発
行
は
、
毎
月
の
給
与
か

ら
市
民
税
・
都
民
税
が
差
し
引
か

れ
る
方
（
個
人
納
付
分
の
な
い

方
）
は
５
月
１３
日
（
水
）
を
、
そ

の
ほ
か
の
方
は
６
月
上
旬
以
降
を

予
定
し
て
い
ま
す
。

東
村
山
税
務
署
で
の 

所
得
税
の
確
定
申
告

◎
確
定
申
告
書
は
税
務
署
に
郵
送

で
提
出
で
き
ま
す

　
東
村
山
税
務
署
（
〒
１
８
９

−

８
５
５
５
、
東
村
山
市
本
町
１
ノ

２０
ノ
２２
）
で
は
、
確
定
申
告
書
を

郵
送
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

そ
の
際
に
申
告
書
の
「
控
え
」
が

必
要
な
方
は
、「
控
え
」
に
住
所
、

氏
名
な
ど
を
黒
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
記

入
の
上
、
切
手
を
貼
っ
た
返
信
用

の
封
筒
を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
税
務
署
☎
０
４

２
・
３
９
４
・
６
８
１
１
へ
。

◎
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
定

申
告
書
な
ど
が
作
成
で
き
ま
す

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」（https://www.keisan.nta.

go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsct
rl

）
で
申
告
書
を
作
成
し
、
印
刷

し
て
そ
の
ま
ま
税
務
署
に
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
詳
細
は
同
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
「
市
民
税
・
都
民
税
」
の
申
告
書
は
「
市
役
所
」
へ
、「
所
得
税
」

の
確
定
申
告
書
は「
東
村
山
税
務
署
」へ
、い
ず
れ
も
３
月
１６
日（
月
）

ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
（
土
曜
・
日
曜
日
は
お
休
み
で
す
）。

な
お
、
所
得
税
の
確
定
申
告
は
、
提
出
す
る
だ
け
の
も
の
や
簡
易
な

も
の
で
あ
れ
ば
市
役
所
で
も
受
け
付
け
で
き
ま
す
。

　
「
市
民
税
・
都
民
税
」「
所
得
税
」
の
申
告
書
は

３
月
16
日
（
月
）
ま
で
に
提
出
を

　
郵
送
で
も
申
告
で
き
ま
す

軽自動車などの申告（手続き）場所
車両の種類 申告（手続き）場所

原動機付自転車
総排気量１２５cc以下 東久留米市役所 ２階

課税課市民税係
☎４７０・７７７７
（内線２３３１・２３３２）

ミニカー５０cc以下

小型特殊自動車
農耕作業用
その他

軽自動車

三輪 軽自動車検査協会
東京主管事務所多摩支所
〒１８３−０００３、
府中市朝日町 ３−１６−２２
☎０５０・３８１６・３１０４

四輪

二輪（１２５cc超２５０cc以下） 関東運輸局東京運輸支局
多摩自動車検査登録事務所
〒１８６−０００１、
国立市北 ３−３０− ３
☎０５０・５５４０・２０３３

二輪の小型自動車（２５０cc超）

市役所の申告受付日程
会場 日程 受付時間

市役所 ２階
（課税課
特設会場）

３月 ２日（月）
〜 ３月１６日（月）
※土曜・日曜日は除く。

申告書作成に補助が必要な方＝午
前 ８時半〜午後 ３時半▼提出のみ
の方＝午前 ８時半〜午後 ５時

【夜間窓口】
３ 月 ９ 日（月）

申告書作成に補助が必要な方＝午
後 ３時半〜午後 ７時半▼提出のみ
の方＝午後 ５時〜午後 ８時

市役所受付の混雑予想（ ３月 ２日〜 ３月１６日）
＝大変混雑します　　　 ＝混雑します　　　 ＝比較的すいています

曜日 月 火 水 木 金 土 日
日付 ３月 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日

午前
休み

午後

日付 ９日 １０日 １１日 １２日 １３日 １４日 １５日

午前
休み

午後

夜間 ※受付時間は上表をご覧ください。
※昨年の実績に基づいた予想のため、天候などにより、実際の混雑状況
は大きく変わることがあります。
※受け付け終了間際は大変混雑します。また、正午前後の時間帯は対応
できる職員に限りがあります。混雑時期を避けるなど、ご協力をお願
いします

日付 １６日

午前

午後

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
の

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
の

申
告
（
手
続
き
）
は
３
月
中
に

申
告
（
手
続
き
）
は
３
月
中
に

　「控え」が必要な方へ＝市
民税・都民税申告書を郵送で
提出する方で「控え」が必要
な方は、控えに住所、氏名な
どを黒ボールペンで記載の上、
切手を貼った返信用の封筒を
同封してください。また、確
定申告する方で、医療費の領
収書の返却を希望する方も、
「医療費の領収書返却希望」
と記入したメモと、切手を
貼った返信用封筒を同封して
ください。
　相談に来られる方へ＝申告
期間中は混雑するため、お待
ちいただく場合があります。
また、申告期間中は市役所、
税務署のいずれも電話がつな
がりにくくなる場合がありま
すのでご了承ください。また、
車での来場はご遠慮ください。

市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
と
相
談
は

課
税
課
市
民
税
係（
市
役
所
２
階
）へ

☎
４
７
０・７
７
７
７（
内
線
２
３
３
３
～
２
３
３
７
）

申告を行う際の
注意事項


